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１【提出理由】

 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

 （１）当該事象の発生年月日

 2023年８月31日（裁判上の和解）

 
 （２）当該事象の内容

　当社では、2018年２月、不適切な会計処理が行われた疑義が発覚し、第三者委員会を設置し調査を行ったとこ

ろ、2014年３月期、2015年３月期、2016年３月期及び2017年３月期の４連結会計年度にわたり、17件の不適切な会

計処理が行われていたことが発覚いたしました（以下「本件不適切会計」といいます。）。その結果、当社は、有

価証券報告書の訂正等の対応が必要となったほか、有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金の支払い、上場違

約金の支払い、第三者委員会の費用などに関する損害を被りました。その後、当社は、本件不適切会計に関する役

員等への責任追及をどのように行うかについて、責任追及委員会を設置して検討し、2019年６月及び2020年４月に

は、元代表取締役社長元取締役、元監査役、元会計監査人などに対し、損害賠償請求を行うことを決定いたしまし

た。そして、今般、当該元役員等の一部との間で、当該元役員等が道義的責任を認め、約19百万円の和解金を支払

う旨の裁判上の和解が成立いたしました。

 
 （３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象の発生により、2024年３月期第２四半期連結決算及び個別決算において、下記のとおり特別利益を計上

いたします。

　＜連結＞

　　受取和解金　　 　　　　　19百万円

 
　＜個別＞

   受取和解金　　 　　　　　19百万円
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